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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物を洗浄する装置であって、
　　ａ）第１のチャンバーと、
　　ｂ）第２のチャンバーと
に分割された容器、
　　ｃ）前記第１のチャンバーに前記第１のチャンバーの開口部を介して連絡する少なく
とも一つのフレキシブルメンブレンと、
　　ｄ）前記少なくとも１つのフレキシブルメンブレンに対して外的な圧力及び吸引力を
二者択一的に加えるポンプと、
を備え、該対象物が前記容器内にある洗浄装置。
【請求項２】
　前記洗浄装置が、
　　ａ）前記容器に媒質を導入する手段と、
　　ｂ）前記容器から媒質を排出する手段と、
を更に備える、請求項１に記載の洗浄装置。
【請求項３】
　前記洗浄装置が、
　　ａ）媒質を収納している少なくとも２つの貯蔵器と、
　　ｂ）前記少なくとも２つの貯蔵器、前記導入手段、及び前記排出手段と連絡するコン
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トロール手段であって、
　　　　　１）前記導入手段により前記少なくとも２つの貯蔵器の選択された一つの貯蔵
器から前記チャンバーへ選択的に媒質を導入し、
　　　　　２）前記排出手段により、前記チャンバーの１つのチャンバーから選択的に媒
質を排出する、コントロール手段と、
を更に備える、請求項２に記載の洗浄装置。
【請求項４】
　医療用器具洗浄機構であって、
　　ａ）機構であって、
　　　　１）容器であって、
　　　　　　　Ａ）第１のチャンバー及び第２のチャンバーであって、該第１のチャンバ
ーが該第２のチャンバーと該チャンバー間の通路を介して液体連絡している第１のチャン
バー及び第２のチャンバーと、
　　　　　　　Ｂ）前記医療用器具を固定して、前記医療用器具の第１の部分が前記第１
のチャンバー内に収められ、前記医療用器具の第２の部分が前記第２のチャンバー内に収
められるようにする保持手段と、
を備える容器と、
　　　　２）前記保持手段を通って、前記第１のチャンバーと前記第２のチャンバーとの
間で液体にサージを起こさせる前記第１のチャンバーに前記第１のチャンバー内の開口部
を介して連絡する少なくとも１つのフレキシブルメンブレン及びポンプを備えるサージ手
段と、
を備える機構と、
　　ｂ）前記第１のチャンバーへ滅菌作用を有する選択された液体を選択的に導入する貯
蔵器と、
　　ｃ）前記容器から前記選択された液体を選択的に排出する手段と、
を備える医療器具洗浄機構。
【請求項５】
　前記サージ手段が、前記第１のチャンバー内の前記選択された液体を加圧すると同時に
、前記第２のチャンバー内の前記選択された液体を減圧するように構成されている循環ポ
ンプを備える、請求項４に記載の医療用器具洗浄機構。
【請求項６】
　前記第２のチャンバーが、フレキシブルメンブレンを少なくとも１つ備え、且つ前記サ
ージ手段が、前記第２のチャンバーに前記第２のチャンバー内の開口部を介して連絡する
ポンプであって、反復的に、
　　ａ）前記第２のチャンバー内の選択された液体を加圧し、
　　ｂ）前記第２のチャンバー内の選択された液体を減圧する、
ように用いられるポンプを備える、請求項４に記載の医療用器具洗浄機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は広く管状物の洗浄に使用される装置に関する。更に詳しくは管状物の洗浄及
び滅菌に使用される装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この発明の装置は、内視鏡の洗浄及び滅菌に好適に使用される。その他用途として、歯
科用の器具、外科手術用の器具及び移植片等の洗浄又は滅菌に適用できる 内視鏡は柔軟
性のある管状物であって、その両端部の形状は様々である。内視鏡のチューブには洗浄剤
又は滅菌剤が効果的に行き渡ることができない多数のポケット状の構造が存在するため、
単に滅菌剤又は洗浄剤に内視鏡を浸しただけでは洗浄作用又は滅菌作用が効果的に得られ
ない。当該ポケット状の構造の部分には滅菌剤又は洗浄剤が効果的に届かないためである
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。このため、内視鏡内に汚染されたままの部分が残されることとなる。Ｂ型肝炎、後天性
免疫不全症候群（ＡＩＤＳ）等の高い感染性を有する疾患の流行により、すべての医療器
具を滅菌又は使い捨てにすることは不可欠になっている。
【特許文献１】米国特許第５４４３８０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　次の使用の前に行う滅菌操作が複雑なため、一度使用された内視鏡は、通常、廃棄され
ている。しかし、内視鏡は極めて高価なものであり、一度の使用のみで廃棄することは経
済でない。そのような一度の使用により、構造的には傷んでおらず、内視鏡の無菌性が失
われているだけだからである。
　以上より明らかなように、器具の洗浄を補助し、且つ滅菌効果を向上させる装置が強く
求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明において、内視鏡のような管状物の洗浄及び／又は滅菌のために使用される改良
された装置が提供される。
　本発明の説明の中で、内視鏡は洗浄対象物の一例として挙げられるのであって、この発
明は、この一つの対象物に限定されることを意図するものではない。
　更には、この発明はすべての管状物に適用され得るものであり、また、回路基板、医療
器具、歯科用器具、及び他の洗浄及び／又は滅菌が必要な器具等に適用され得る。
この発明の構成では、一の容器内が二つのチャンバーに仕切られている。そして、内視鏡
の一端が一のチャンバー内に収まり、内視鏡の他の一端が他のチャンバー内に収まるよう
に内視鏡がチャンバー間の仕切り部を通って伸ばされるようにセットされる。
　チャンバー間の仕切り部は完全に両チャンバーを分けるものである必要はなく、一の好
ましい実施例では、仕切り部が内視鏡に緩くフィットするようになっており、そのため、
媒質（即ち、液体洗浄剤、滅菌水、液体滅菌剤、又は滅菌ガス）が一のチャンバーから他
のチャンバーへとサージすることとなり、媒質が内視鏡の外面をきれいに洗浄することが
でき、また、同時に媒質が内視鏡の内面を洗い流すときに、内視鏡は媒質による作用を受
けることができる。
　そのようなサージを生じさせるため、各チャンバーに作用を及ぼすようにフレキシブル
メンブレンが配置される。当該フレキシブルメンブレンを内方向及び外方向に変形させる
ことにより、圧力又は吸引力が生ずる。その結果、チャンバー間の圧力を等しくするため
の流れがチャンバー間に生ずることとなる。
【０００５】
　一の好ましい実施例において、フレキシブルメンブレンの変形は当該メンブレンの外側
部分に加えられる空気圧により引き起こされ、これによりフレキシブルメンブレンがチャ
ンバーの内部方向へ変形する。また、逆方向の流れを引き起こすためには外方向の吸引力
がフレキシブルメンブレンをチャンバーから引っ張る。
　また、一の好ましい実施例においては、二つのフレキシブルメンブレン又はダイヤフラ
ムが用いられる。各メンブレンがそれぞれ一のチャンバーに作用し、各メンブレンは相互
に逆の動きをする関係で操作される。即ち、外部からの圧力が一のメンブレンに加えられ
る場合には、他のメンブレンには外部からの吸引力が与えられる。この相互に逆の動きを
する関係により容器内に強い媒質の流れが生じ、その結果、洗浄及び／又は滅菌作用が増
大する。
【０００６】
　この媒質の流れは内視鏡内を通過する必要がある。媒質の流れによる機械的な圧力が内
視鏡の洗浄を補助することとなる。滅菌剤が液体の媒質として用いられる場合には、チュ
ーブ状の対象物の内面は同時に滅菌もされることとなる。
好適な液体の滅菌剤としては過酢酸が挙げられ、好適な気体の滅菌剤としてはエチレンオ
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キシド（ＥＴＯ）が挙げられる。尚、当業者が容易に想到し得る様々な他の滅菌剤も使用
できる。
　チャンバー間の流れを反転させることにより、内視鏡の内面及び外面から付着物及びそ
の他汚染物質を剥がし、取り除くという、“こすり洗い”作用が生ずる。
この発明のいくつかの実施例では、浸責剤、即ち溶剤が付着物を分解又は付着力を緩める
ために用いられる。このステップは特にタンパク又は脂肪の粒子の除去に有用である。
【０００７】
　一の好ましい実施例では、内視鏡は最初に洗浄剤により洗浄される。その後、チャンバ
ー間の緩やかな流れを利用して滅菌剤が加えられる。この発明のいくつかの実施例では、
滅菌剤が内視鏡の内面及び外面に対して静止できるようにポンピング動作を停止する。こ
れにより、最大の滅菌効果が得られる。
　一の好ましい実施例においては最後のステップとして滅菌剤が除去され、その後、次の
患者に使用する準備として滅菌水で内視鏡の内側及び外側が洗浄される。この発明のいく
つかの実施例では、内視鏡の寿命を延ばすために潤滑剤によるリンス及び潤滑剤への浸責
のステップが更に加えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　この発明を図面及びその説明とともにいくつかの実施例により更に詳しく説明する。
　図１はこの発明の一の好ましい実施例の配置図である。
　洗浄装置１０は５つの主要な要素からなる。即ち、蓋１１、足１３Ａ及び 13Bを備える
装置本体１２、メンブレン用ボンプ２１、コントローラ及びバルブ２３、及び貯蔵器２５
(又はガスタンク２６)。
　蓋１１は装置本体１２にヒンジ結合されており、また、留め具１４によって、閉じた位
置で固定されるようになっている。蓋１１はその周縁部分が装置本体１２によりシールさ
れ、これにより気密な容器が形成される。
　シール部１７はシール部１８と協働して容器８をチャンバー９Ａと９Ｂとに分割するよ
うに設計されている。内視鏡は、図には示してないが、シール部１８に設けられた凹部１
９を通って配置されるので、内視鏡の一端はチャンバー９Ａ内に収まり、一方、他端はチ
ャンバー９Ｂ内に収まることとなる。蓋１１が閉じられ、密封されたときには、シール部
１７が内視鏡の周囲を完全にシールすることとなる。
【０００９】
　この実施例では、足１３Ａと１３Ｂは中空になっており、開口部１５Ａ等の開口部を介
して容器８と連絡する。
　足１３Ａと足１３Ｂはそれぞれポート２２Ｂ等のポートを有しており、これらのポート
を通じて媒質（液体又は気体）が供給される。媒質をポートに供給することにより、また
中空の足が容器８に連絡していることにより、容器を所望の媒質によって満たすことがで
きる。
　それぞれの足には、足の中空部分に連絡されるフレキシブルメンブレン２０が更に備え
られている。
【００１０】
　メンブレン用のポンプ２１は、フレキシブルメンブレン２０を選択的に変形させるため
に用いられ、これにより容器８を通じてのポンピング動作が生ずる。
　メンブレン用のポンプ２１は、この装置の操作の制御において、中枢として機能するコ
ントローラ及びバルブ２３によって制御される。内視鏡が正しく容器８内にセ配置され、
蓋１１が閉じられると、コントローラ２３が選択された媒質（この実施例に置いては液体
）を貯蔵器２５から導き入れ、この液体をポート２２Ｂに送る。他の実施例では、容器２
６からのガスが媒質として用いられる。
【００１１】
　容器８が適切に満たされると、コントローラ２３はポンプ２１とフレキシブルメンブレ
ン２０によるポンピング動作を開始する。このポンプ２１によるポンピング動作は加圧、
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吸引を交互に繰り返すこととなり、その結果、媒質がチャンバー９Ａとチャンバー９Ｂ間
を流れるように各フレキシブルメンブレンが内方向及び外方向に動作する。
　チャンバー９Ａとチャンバー９Ｂとの間で流れている媒質は、自ずと内視鏡を通って流
れ、これにより媒質が内視鏡の隅々まで行き渡ることとなる。洗浄工程においては、媒質
の流れによって生ずる機械的な力により内視鏡の内側から付着物が取り除かれる。
【００１２】
　好ましい洗浄及び滅菌の順序として採用される操作ステップは以下の通りである。
ステップ１： 容器８内へ内視鏡の配置、蓋１１の閉鎖、及び留め具１４による蓋１１の
固定；続いて、 ステップ２： コントローラ２３を作動させることによる工程の開始。
続いて、以下の一連のステップが行われる： ステップ１： 内視鏡の内側及び外側のタン
パク及び脂肪の付着力をゆるめるために容器８が酵素／溶媒で満たされる；
ステップ２： 貯蔵器２５の片方からの洗浄剤により容器８を満たす；
ステップ３： ポンプ２１とフレキシブルメンブレン２０を使いチャンバー９Ａ、９Ｂ間
にポンピング動作を交互に行うことによりかき混ぜる；
ステップ４： 容器８から洗浄剤を排出し、ドレイン２４に送る；
ステップ５： 貯蔵器２５の片方からのオゾン等の滅菌剤（又はその他の当業者が想到し
得る滅菌剤）で容器８を満たす；
ステップ６： ポンプ２１とメンブレン２１を使い緩やかに滅菌剤を内視鏡内を通して往
復させる（このときに潤滑剤を添加してもよい）；
ステップ７： 内視鏡の内側で滅菌剤を静止させる；
ステップ８： ポンプ２１とメンブレン２１を使い緩やかに滅菌剤を内視鏡内を通して往
復させる；
ステップ９： 加熱装置１６により容器を加熱しながら、容器８から滅菌剤を排出し、ド
レイン２４に送る(代わりの方法としては、フィルターを通した空気を使い乾燥させる)。
【００１３】
　品質管理機構として、サンプラー７はソレノイド駆動方式になっており、容器内の液体
又は気体の媒質サンプルをサンプリングする。このサンプルは滅菌工程が正しく行われた
かどうかを示す化学的又は生物学的インジケータを用いた検査に利用される。
　加熱装置１６は、容器８内の液体を強制的に外部に放出し、容器内に清潔、無菌、且つ
乾燥した内視鏡を得ることができるように、すべての液体を蒸発させるために使用される
。
他の実施例では、容器８内の対象物を乾燥するためにフィルターを通した加熱大気が容器
８内にポンプで送られる。
【００１４】
　図２は図１に図示された一のメンブレンの拡大図である。
　前記のように、装置本体１２は開口部１５を介して連絡する足１３Ａ、を備えた容器８
を有する。ポート２２Ａにより容器８から媒質の導入及び排出が行われる。
　中空部３１は足３１Ａの内部に設けられ、フレキシブルメンブレン３０Ａと相互作用す
る。フレキシブルメンブレン３０Ａに覆いかぶさっているのは硬質のカバー５である。ポ
ンプ２１はパイプ又はチューブにより、硬質カバー５により形成される内部と連絡する。
ポンプ２１は、この配置により、硬質カバー５の内側部分を加圧又は減圧することができ
る。そうすることにより、フレキシブルメンブレン３０Ａが内方向に変形し，３０Ｃ；加
圧状態、吸引モードでは外方向に変形する，３０Ｂ。
　この３０Ｂ及び３０Ｃの位置を移動するフレキシブルメンブレン３Ａの動きにより、容
器８内に媒質を押し入れ、又は引き出すというポンピング作用が生ずる。
【００１５】
　図３は一の好ましいコントローラ／バルブシステムの配置図である。
バルブを備えたコントローラ２３は、フィッティング３８Ａ、３８Ｂ、３８Ｃ、３８Ｄ、
及び３８Ｅにより媒質を伝える。各フィッティングはそれぞれソレノイド３７Ａ、３７Ｂ
、３７Ｃ、３７Ｄ、及び３７Ｅを使って開閉される。これらのすべてはバルブシステムを
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形成するようにポンプ３６に連絡される。
　ポンプ３６と各ソレノイド３７Ａ、３７Ｂ、３７Ｃ、３７Ｄ、及び３７Ｅには、すべて
の命令を制御するコントローラチップ３３が接続される。コントローラチップ３３への電
力は、標準のコンセントより、当該電子システムに要求される適切な電圧及び電流を供給
するために適切な変電器を通した後に供給される。当業者であればいかなる変電器を用い
るべきか容易に想到し得るであろう。
【００１６】
　タイミングチップ３４によりコントローラ３３が作動する基準となるタイミングが得ら
れる。
　コントローラ３３は更にコネクタ３２Ａ及び３２Ｂを介してメンブレン用ポンプ２１と
連絡する。
　操作者がボタン３９をオンにすることにより命令が開始される。その後、コントローラ
３３が当該装置の操作中に選択的に作動するライト４を使ってステータスレポートを伝え
る。
【００１７】
　図４は図１の実施例に示されたポンプの概略図である。
メンブレン用ポンプ２１は二つのピストンを備えたピストンブロック４１からなる。これ
らのピストンは電気モータ４２とドライブシャフト４３により駆動される。一方のピスト
ンがエアー４０Ａを吸引するときに他方のピストンはエアー４３Ｂを排出する。ピストン
ブロック４１からの圧力又は吸引力はバルブブロック４５に伝えられる。
　バルブブロック４５は往復バルブであって、ソレノイド４４により駆動される。往復バ
ルブなので、バルブブロック４５は圧力を選択的にポート４６Ａ又は４６Ｂのいずれかへ
と向ける。同時に、ピストン部材４１からの吸引力は、圧力がかけられないポートへと向
けられる。例えば、圧力がポート４６Ａに与えられた場合には、吸引力がポート４６Ｂに
与えられることとなる。また、逆の場合も同様である。
　このように、二つのフレキシブルメンブレンを用いたシステムでは、一のメンブレンが
一の足の中空部内部に押し込まれ、他のメンブレンは他の足の中空部から引き出されるこ
ととなる。この２重の動作により、より激しいポンピング作用が引き起こされ、また、非
常に高い洗浄能力が得られる。
【００１８】
　図５Ａと図５Ｂは、所望のサージを生み出すために互いに逆の関係で動作する二つのメ
ンブレンを示す側面図である。
　図５Ａに概略図示されているように、洗浄装置／滅菌装置５０では、フレキシブルメン
ブレン５１Ａを足の中空部から吸引すると同時にフレキシブルメンブレン５２Ａを足の中
空部から引き出すことにより、矢印５３Ａで示されるように媒質が仕切り部１８を通って
流れる。
　反対の動作では、フレキシブルメンブレン５１Ｂを中空部に押し込み、フレキシブルメ
ンブレン５２Ｂを中空部から引き出すことにより、矢印５３Ｂで示されるように媒質の流
れが逆方向になる。
　図５Ａ及び図５Ｂに示される２つの状態の間の選択的な変動させることにより、図示さ
れない内視鏡を通過する媒質の流れが継続的に反転し、その結果、内視鏡内を擦り洗う効
果が生ずる。
【００１９】
　図６は内視鏡を通過する一のチャンバーから他のチャンバーへの流れを示す上面図であ
る。
　内視鏡６０は、上記説明のように、内視鏡の一端がチャンバー９Ａ内に収まり、他の一
端がチャンバー９Ｂ内に収まるように、シール部１８をまたいで配置される。上記のポン
ピング作用により、媒質が開口部１５Ａ、１５Ｂを通ってそれぞれチャンバー９Ａ、９Ｂ
に吸入又は排出される。このポンピング作用により、矢印６２で示されるように内視鏡６
０の一端に媒質が強制的に流れ込み、矢印６１で示されるように内視鏡の他の一端から強
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制的に流れ出る。
　この内視鏡６０を通る媒質の流れにより、内視鏡の内面から付着物が流されることとな
り、従来技術に比べて操作性を顕著に高めることとなる。
【００２０】
　図７は単一のメンブレンが使用されるこの発明の他の実施例を示す図である。
この洗浄装置／滅菌装置７０の実施例では、容器８にポンピング作用を引き起こすために
一つのメンブレン７１が用いられる。上記同様、内視鏡６０はシール部１８とシール部１
７とで形成される仕切りを通って配置される。メンブレン７１が容器８内に押し込まれる
と、内視鏡内面の洗浄を補助するように、媒質のサージが内視鏡を通って流れる。
ポート２２Ａ、２２Ｂは、排出口又は吸入口を提供し、選択された媒質が容器８内に充填
され、また排出される。
　注意していただきたいのは、この実施例においてメンブレン７１は直接容器８に連絡し
ているということであり、そのような構成のため、洗浄装置７０の足を短くすることがで
きる。その結果、設置スペースが問題とされる多くの場所においての使用が可能となる。
【００２１】
　図８は更に大きなサージの効果を得るために利用される４つのメンブレンを使用したこ
の発明の他の実施例を示す図である。
　ここでも、内視鏡６０はシール部１７、１８を通って容器８内に配置される。
この実施例では、内視鏡６０を通過する更に大きな媒質のサージを得るために、４つのメ
ンブレン８０Ａ、８０Ｂ、８０Ｃ、及び８０Ｄが、加圧又は吸引作用を生じさせるように
同時に働く組となるように相関的な関係をもって使用される。
例えば、メンブレン８０Ａが押し込まれるときには、同様にメンブレン８０Ｂも押し込ま
れる。
　当業者であれば任意の数のメンブレンが使用できることに容易に想到する。使用するメ
ンブレンの数を変更することにより、設計者は所望のポンピング作用を得ることができ、
その結果、所望のサージを得ることができる。
【００２２】
　図９は容器がメンブレンシステムから取り外し可能なこの発明の実施例の斜視図である
。
洗浄装置９２には容器９０がはめ込まれる座部９３が備えられている。容器９０のはめ込
み操作において、バルブ９４Ａ、９４Ｂは容器９０に備えられた、図においては見えない
、上下動するパーツと協働する。バルブ９４Ａ及び９４Ｂ並びにこれらに対応した上下動
するパーツは分離されたものをシールする。これにより、容器９０が取り外されたときに
容器９０の内容物はその清潔性及び／又は無菌性を維持する。これにより、内視鏡は洗浄
及び／又は滅菌され、そして汚染の恐れがない状態で保管される。外科医が内視鏡を使用
する場合には、留め具１４を取り外し、蓋１１を開くことにより、無菌状態の内視鏡を使
用できる。
　上記の通り、フレキシブルメンブレン９５Ａ、９５Ｂは容器本体９２に備えられ、上記
のポンピング作用を生じさせる。このポンピング作用はバブル９４Ａ、９４Ｂを介して容
器９０に伝えられる。この洗浄器の操作はすでに説明したものと同様である。
　容器９０の取り外しはハンドル９１Ａ、９１Ｂを使うことにより容易に行える。ひとた
び取り外されると、容器９０は内視鏡の後の使用に備えて保管されるか、若しくは直ちに
内視鏡を使用するために開けられる。
【００２３】
　図１０はこの発明の一の実施例の配置を示すブロック図である。
　水源１００は、バルブ１０１Ａ及び１０１Ｂを通って、そのまま直進又はフラッシュヒ
ータ１０２を通過する。フラッシュヒータ１０２は、貯蔵器の一つに蓄えられた媒質を最
適な状態にするために水を所望の温度に加熱できるように、選択される。
　この実施例では、貯蔵器１０３Ａ、１０３Ｂ、１０３Ｃ、１０３Ｄ、及び１０３Ｅには
それぞれ、酵素液(脂肪及びタンパクを内視鏡の表面から剥がれやすくするために用いら
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れる)、洗浄液(内視鏡から付着物を洗浄するために用いられる)、酸性の消毒剤(容器内の
ｐＨ調整のために用いられる)、滅菌剤(内視鏡を滅菌するために用いられる)、及び潤滑
剤（外科の分野での使用のために内視鏡の表面をなめらかにする目的で用いられる）が収
納されている。この図においては示されないコントローラが貯蔵器１０３Ａ、１０３Ｂ、
１０３Ｃ、１０３Ｄ、及び１０３Ｅからの媒質の注入を制御すると同様に、バルブ１０１
Ａ及び１０１Ｂも制御する。
【００２４】
　安全のために、各貯蔵器はコントローラと情報交換する電子素子によって見分けられる
。この電子素子は、誤ったタイミングで不適切に接続された貯蔵器がその内容物の排出を
行えないように、極めて正確に貯蔵器の内容物を確認する。
　続いて、上記に概略説明したような適切な操作が行われている洗浄装置／滅菌装置１０
に媒質の流れが向けられる。オペレータはオプションとして、容器からサンプラー７を使
って媒質のサンプルをとることができる。このサンプルは、内視鏡が適切に洗浄及び滅菌
されたことを確認するために使用される。
　いくつかの選択された時点おける操作により、媒質が洗浄装置／滅菌装置１０より排出
され、その後、廃液は許容外の汚染物質がドレイン２４に流れ出さないことを保証するた
めに廃液の成分を化学的又は生物学的インジケータによって検査するインジケータ１０４
を通過する。
【００２５】
　一の実施例では、第２のフラッシュヒータがインジケータ１０４の後に用いられる。こ
のフラッシュヒータは、廃液がドレインに排出される前に、廃液中のすべての生物学的汚
染物を死滅させることができる温度に廃液を加熱するために設けられる。他の実施例では
、同じ目的を達成するためにフラッシュヒータをインジケータ１０４の前に設置してもよ
い。
【００２６】
　図１１Ａは周囲空気を用いた一の好ましい実施例の乾燥機構のブロック図である。
この場合には、洗浄装置／滅菌装置内の内視鏡の乾燥を補助するために周囲空気１１０が
用いられる。適切な大気が使用されるように、ポンプ１１１は周囲空気を洗浄装置１０に
入る前にフィルタ１１２通して送る。
　洗浄装置１０内の内視鏡が再び汚染されないように、周囲空気中の粒子（生物学的な物
質を含む）を除去できるフィルタ１１２が選択される。当業者であればそのようなフィル
タを容易に想到するであろう。
【００２７】
　図１１Ｂは洗浄装置／滅菌装置からガスを排出するためのパージ機構を示すブロック図
である。
　容器内で滅菌ガスが使用されたときには、このガスを容器からパージすることが望まし
い。これは、送風機１１３の作用により洗浄装置１０からのガスが通過するフィルタ１１
４を使用することにより安全に行われる。過酢酸が滅菌ガスとして用いられた場合には、
好ましくはフィルタ１１４を湿らせたスポンジとする。他の実施例では、排気ガス１１５
として排出される前にガスを清浄化すべく活性炭が使用される。
　当業者であれば様々な他のフィルタを使用することができることに容易に想到するであ
ろう。
【００２８】
　図１２Ａ、１２Ｂは平面状の対象物を洗浄する、この発明の一の実施例の上面図及び側
面図である。オペレータ１２６は対象物１２５（この図においてはプリント基板）を洗浄
装置１０内にセットするために、ハンドル１２７及びキャディ１２４を使用する。洗浄装
置１０は、メンブレン（ここでは図示していない）と通ずるドレイン１５Ａ、１５Ｂを使
って上記の通り作動する。
　この実施例では、仕切り部１８は幅がわずかに広く、矢印１２１で示されるように媒質
のサージが流れるノッチ状の通路１２０Ａ及び１２Ｂを備えている。羽根１２２は矢印１
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２３で示されるように媒質が対象物１２５を通過するように媒質の流れの向きを変える。
羽根１２２の形状を選択することにより、様々な異なる対象について最適な洗浄効果を得
るために求められる洗浄ニーズを満たすようにキャディ１２４が設計される。
【００２９】
　図１３はこの発明の一の実施を示す斜視図である。
上記と同様、洗浄及び滅菌ユニット１３０には仕切り部１７及び１８により分割されたチ
ャンバー９Ａ及び９Ｂが備えられている。洗浄／滅菌される外科分野の器具が受け入れら
れるようにチャンネル１９が形成される。
　この実施例では、チャンネル１３６が更に形成され、チャンバー９Ａの内容物を凹部１
３１へ排出する。凹部１３１により容器内に低い箇所ができ、凹部１３１には排出のため
に液体の洗浄剤又は滅菌剤が集められる。
　ピストンポンプ１３３が凹部１３１に作用する。当該ピストンポンプは電気モータ（図
示されていない）によって選択的に駆動されるフライホイル１３４によって駆動される。
フライホイル１３４が回転すると、ピストンポンプは加圧、減圧のサイクルを繰り返す。
この液体圧力の変化により、当該液体はチャンバー９Ｂとチャンバー９Ａとの間でサージ
する。このサージの動作は洗浄動作を補助する。そしてこれは滅菌剤が医療用器具の隅々
まで強制的に行き渡ることを保証する。
　ピストンポンプ１３３によって生み出された付加の液体圧力は、当該圧力により液体が
チャンバー９Ａに強制的に入れられる間変形することとなるゴム製の壁１３２によって、
吸収される。ピストンポンプ１３３が減圧するように働くと、ゴム製の壁１３２はチャン
バー９Ａ内の液体がチャンバー９Ｂに強制的に押し戻されるのを補助すべく定位置に戻る
。
このように、洗浄用又は滅菌用の液体が２つのチャンバー間を行き交いながら洗い流す(
サージする)。
　この実施例では、選択的なソレノイド１３５Ａ、１３５Ｂの使用により、液体が容易に
排出される。ピストンポンプ１３３内のピストンを引く間ソレノイド１３５Ａが開かれ、
これにより液体がピストンポンプ１３３に引き込まれる。ピストンポンプ１３３が加圧を
開始すると、ソレノイド１３５Ａが閉じ、ソレノイド１３５Ｂが開く。これにより、液体
がドレイン２４へと排出される。それ故に、洗浄又は滅菌工程が完了したときには、ピス
トンポンプ１３３により液体がドレインへと容易に排出される。
【００３０】
　図１４はこの発明の一の実施例の正面図である。
この発明のこの実施例では、洗浄装置／滅菌装置１４０には足部１４６Ａ及び１４６Ｂの
内部と連絡した２つのチャンバーが備えられている。ピストンポンプ１４１Ａ及び１４１
Ｂはそれぞれ足部１４６Ａ及び１４６Ｂの内部と連絡する。
　ポンプ１４１Ａと１４１Ｂが循環すると、チャンバー内の液体の圧力が上昇又は減少す
る。
　電気モータ１４３はフライホイル１４２を回転させるように選択的に駆動される。ピス
トンポンプ１４１Ａ及び１４１Ｂは、ピストンポンプ１４１Ａがピストンポンプ１４１Ｂ
と常に逆サイクルの状態にあるようにフライホイル１４２に接続される。例えば、ピスト
ンポンプ１４１Ａが液体を加圧するときには、ピストンポンプ１４１ｂは液体を吸引する
。
このピストンポンプ１４１Ａ及び１４１Ｂ間の二者択一的な動きにより、チャンバー間に
サージの効果が生じ、もって、他の実施例同様の作用、効果が得られる。
　洗浄用及び滅菌用の液体１４４はバルブ１４５を介してチャンバー内に選択的に注がれ
る。廃液及び堆積廃物はドレイン２４を介して排出される。
【００３１】
　図１５は、図１４の実施例において用いられるフライホイルの正面図であって、減圧／
加圧の関係を示す図である。
　フライホイル１４２は矢印１５２に示されるように回転する。そのような回転中に、ピ
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転は、２つの基本的な成分、即ち、領域１５３Ａと領域１５３Ｂとに分けるられる。
コネクティングピンが領域１５３Ａにあるとき、減圧／加圧方向は矢印１５１Ａで示され
た方向となる。コネクティングピンが領域１５３Ｂにあるときには、減圧／加圧方向は矢
印１５１Ｂで示された方向となる。
　このように、２つのチャンバー間で当該液体が強制的にサージするように減圧／加圧の
方向が回転する。
【００３２】
　以上より明らかなように、この発明は管状の対象物に適用される高度に改良した洗浄装
置を提供するものであり、また、従来では達成できなかった管状の対象物を滅菌する能力
をも提供するものである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の一の好ましい実施例の配置図である。
【図２】図１に図示された一のメンブレンの拡大図である。
【図３】一の好ましいコントローラ／バルブシステムの配置図である。
【図４】図１に図示されたポンプの概略図である。
【図５】図５Ａと図５Ｂは所望のサージを生み出すために互いに逆の関係で動作する二つ
のメンブレンを示す側面図である。
【図６】内視鏡を通過する一のチャンバーから他のチャンバーへの流れを示す平面図であ
る。
【図７】単一のメンブレンが用いられる、この発明の他の実施例を示す図である。
【図８】更に大きなサージの効果を得るために利用される４つのメンブレンを使用したこ
の発明の他の実施例を示す図である。
【図９】容器がメンブレンシステムから取り外し可能である、この発明の実施例の斜視図
である。
【図１０】この発明の一の実施例の配置を示すブロック図である。
【図１１】図１１Ａは周囲空気を用いた一の好ましい実施例の乾燥機構のブロック図であ
る。図１１Ｂは洗浄装置／滅菌装置からガスを排出するためのパージ機構を示すブロック
図である。
【図１２】図１２Ａと１２Ｂは平面状の対象物を洗浄する、この発明の一の実施例の上面
図及び側面図である。
【図１３】この発明の一の実施例の斜視図である。
【図１４】この発明の一の実施例の正面図である。
【図１５】図１４の実施例において用いられるフライホイルの正面図であって、減圧／加
圧の関係を示す図である。
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